






種　別 施設名称 児童・
生徒数 学級数 備　考

中学校 ① 喜茂別中学校 40 4

小学校
② 喜茂別小学校 54 7
③ 鈴川小学校 9 3 令和6 (2024 )年度閉校予定

種　別 施設名称 棟別主要機能 備　考

中学校 ① 喜茂別中学校 校舎 体育館 剣道場 渡り廊下 物置 ﾄｲﾚ ･ ｼｬﾜｰ棟 体育館は住民開放

小学校
② 喜茂別小学校 校舎 体育館 体育館は住民開放
③ 鈴川小学校 校舎 体育館 令和6 (2024 )年度閉校予定
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 ( 3 ) 施設の主な機能
図表3 -3に学校教育系施設がもつ主な機能を示す。

 ( 4 ) 施設状況
図表3 -4に施設の状況を示す。

 ( 5 ) 児童生徒数に係る人口の推移
図表3 -5は、近年の小中学校児童生徒数の推移と学級数の推移を示すものである。児童生

徒数は平成30 (2018 )年度から減少の傾向にある。また今後、5歳～ 14歳の人口推移は図表
3 -6に示す通り、さらに減少する。

図表3 -3 　学校教育系施設の主な機能

図表3 -4 　小中学校の状況　（令和5 (2023 )年度学校基本調査）

図表3 -5 　小中学校の児童生徒数・学級数の推移 図表3 -6 　5～ 14歳 人口の推移

 ※ 令和7 (2025 )年度以降は国立社会保障・人口
問題研究所による推計



基本的な考え方 内　　　　　容

 1 . 数量に関する基本的な考え方

 ・ 本町では、小学校は2校あり、今後も児童数は減少する見込
 ・ 各校とも運動施設である体育館を有しており、①喜茂別中学
校と②喜茂別小学校は住民開放を行っている

 ・ 鈴川小学校は閉校を予定しており、今後用途変更を検討する
 ・ その他の学校については、クラスの減少に応じて、今後検討する

 2 . 品質に関する基本的な考え方  ・ 現況調査を定期的に実施し、不具合箇所の把握をする
 ・ 施設内の事故防止対する安全管理体制を構築する

 3 . コストに関する基本的な考え方
 ・ 老朽化が進んでおり、施設の改修費が大きくなる可能性がある
 ・ 光熱水費の調査、ベンチマーキングを行い、運用や設備におけ
る省エネ策を検討する

 ・ 外部委託費に関してはコストダウンの方法を検討する

数量評価項目 ①喜茂別中学校 ②喜茂別小学校 ③鈴川小学校

建物

施設延床面積 4 ,397 .67㎡ 3 ,844 .12㎡ 1 ,113 .25㎡
施設延床面積に対する1人当りの面積 69 .91㎡ /人 49 .17㎡ /人 81 .81㎡ /人
校舎延床面積 2 ,796 .37㎡ 2 ,655 .29㎡ 736 .25㎡
設置基準による校舎面積 500㎡ 570㎡ 500㎡

人員
児童・生徒数 40人 54人 9人
教員・職員数 11人 11人 4人
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 ( 6 ) 施設の数量・品質・コストに関する基本的な考え方
施設の数量・品質・コストの適正性に対しては、以下のような考えのもとに、施設の管理・運

用費の削減に取り組む。

 1 ) 数量の適正性に関する基本的な考え方
図表3 -8に小中学校の床面積と人員数を示す。比較する校舎面積は参考として小・中学

校設置基準を記載した。延床面積に対する児童・生徒1人当りの面積は、喜茂別中学校は
69 .91㎡ /人、喜茂別小学校は49 .17㎡ /人、鈴川小学校は81 .81㎡ /人となっている。

 2 ) 品質の適正性に関する基本的な考え方
図表3 - 9は、中学校の品質に対して簡易診断を行う項目の参考例を示したものである。

今後アクションプランにおいて項目を検討する。

 ・ 経過年数は、20年未満、20年以上40年未満、40年以上について評価する。
 ・ 事故防止および防犯は、管理する体制の有無を評価する。

図表3 -7 　数量・品質・コストに関する基本的な考え方

図表3 -8 　学校教育系施設の数量一覧　（令和5 (2023 )年度学校基本調査）

 ※ 令和5 (2023 )年４月1日現在



品質評価項目 ①喜茂別中学校 ②喜茂別小学校 ③鈴川小学校
評価内容

大項目 評価項目 品質 評価 品質 評価 品質 評価

構造・ 
経過年数

構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造
建築年 1998 1992 1974
経過年数 25 32 49

安全性

自然災害回避性 区域有/無
耐震補強 不要/未 /済 
防火 耐火/準耐等
事故防止（体制） 体制有/無
防犯（体制） 体制有/無
有害物質（調査） 調査有/無

不具合性
構造不具合箇所 ひび割れ
仕上不具合箇所 屋根・外壁
設備不具合箇所 機器

福祉対応
車いす対応 ・段差・EV仕様・便所・廊下仕様
身体障害対応 ・手摺・標識・便所仕様
視覚障害対応 ・点字ブロック・音声誘導

省エネ
負荷低減 負荷低減策
省エネ機器 LED等
自然エネ 太陽光等

情報管理
設計図書 履歴図書含む
申請図書 検査済含む

コスト評価項目
①喜茂別中学校 ②喜茂別小学校 ③鈴川小学校

ｺｽﾄ 評価 ｺｽﾄ 評価 ｺｽﾄ 評価
光熱水費 6 ,116 8 ,116 1 ,169
修繕費 2 ,531 4 ,746 1 ,122
外部委託料 9 ,544 11 ,328 3 ,185
使用料及び借用料 759 817 163
備品購入費 1 ,853 1 ,051 267

施設コスト 20 ,803 26 ,058 5 ,906
消耗品費等 2 ,944 1 ,712 1 ,792
通信運搬費等 2 ,921 335 166
人件費 803 1 ,869 143

事業コスト 6 ,668 3 ,916 2 ,101
支出合計 27 ,471 29 ,974 8 ,007
補助金等 300
使用料等
その他収入

収入合計 0 300 0
収支差額 27 ,471 29 ,674 8 ,007
児童1人当たりのコスト 704 .4 520 .6 1 ,334 .5
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 3 ) コストの適正性に関する基本的な考え方
図表3 -10は、小中学校にかかるコスト項目の参考例を示したものである。今後アクションプ

ランにおいて基準を定め、評価を行い施策に反映する。

図表3 -9 　品質評価項目一覧表　※参考

図表3 -10 　コスト概要一覧表　(千円 )　※参考



実施方針 内　　　　　容

 1 . 点検・診断等の実施方針  ・ 点検、保守、修繕について計画的な方法を検討する
 ・ 主要な施設について、簡易劣化診断を実施する

 2 . 維持管理・修繕・更新等の実施方針
 ・ 維持管理費については、外部委託の発注を工夫し、節減を行う
 ・ 改修工事については将来の利用状況等を考慮し、保全計画を
立て計画的に実施することにより、コストの削減を行う

 3 . 安全確保の実施方針  ・ 施設内における危険部位の発見と安全確保の体制を見直し、構築する
 ・ 設備等の点検・保守においても再確認を行う

 4 . 耐震化の実施方針  ・ 現状の「多数利用建築物」は耐震性が確認されている

 5 . 長寿命化の実施方針
 ・ 数量・品質・コストの評価の良い施設については、長寿命化を図る
 ・ 長寿命化の対象となる施設については、築50年を目途に長寿命化改
修を行うことによって、更に施設を長期使用するための検討を行う

6 . 統合や廃止の推進方針  ・ 統合や廃止の判断の基準づくりを行い、統廃合の検討を行う
 ・ 閉校予定の③鈴川小学校は今後用途変更を検討する

 7 . 総合的かつ計画的な管理を実現す
るための体制の構築方針

 ・ 総合管理部門は関係所管との情報交換を密にし、総合的かつ
計画的な管理を行う

種別 施設名称 棟数 戸数 延床面積
(㎡ ) 建築年度 備　考

公営住宅 

① 大町団地 4 16 1 ,444 .00 1982～ 1983 ＲＣ造
② 喜茂別団地 5 18 1 ,131 .76 1989～ 2008 ＲＣ造
③ 緑町団地 13 70 5 ,820 .10 1984～ 1998 ＲＣ造　特公賃6戸を含む
④ 幸町団地 2 24 1 ,651 .52 1999～ 2000 ＲＣ造
⑤ 鈴川第2団地 4 8 768 .69 1992～ 1997 木造　特公賃2戸を含む
⑥ すずかけ団地 5 30 2 ,748 .42 2002～ 2012 ＲＣ造
⑦ 大町第2団地 1 18 991 .83 1995 ＲＣ造 　特公賃
⑧ 鈴川団地 1 3 170 .40 1978 ＣＢ造
⑨ 緑町第2団地 2 12 1 ,020 .02 2001 ＲＣ造　特公賃6戸を含む
⑩ 中里団地 2 8 536 .00 1980 ＲＣ造
⑪ 双葉団地 2 4 368 .82 1993 木造
計 41 211 16 ,651 .56
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 ( 7 ) 施設管理の実施方針
施設の数量・品質・コストの適正性に対しては、以下のような考えのもとに、施設の管理・運

用費の削減に取り組む。

 2 . 公営住宅
公営住宅の維持管理等に関する基本的な方針等は別途「喜茂別町 住生活基本計画及び公

営住宅等町寿命化計画」による。

 ( 1 ) 施設概要
本町の公営住宅は、14団地41棟ある。（団地数・棟数は令和5 (2023 )年度解体予定の団地

を除き、緑町団地、鈴川第2団地、 緑町第2団地の特定公共賃貸住宅を含む数とする）
図表3 -12は、施設名称、延床面積および建築年の概要をまとめたものである。これらの施設

は、昭和53 (1978 )年度から平成24 (2012 )年度の間に建設されている。

図表3 -11 　施設管理の実施方針

図表3 -12 　公営住宅の施設概要　（令和5 (2023 )年4月1日現在）
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 ( 2 ) 施設の配置
図表3 -13は、公営住宅の町内における位置を示す。

図表3 -13 　公営住宅の状況
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公園 
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その他建築系公共施設

比羅岡
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大分類 中分類 棟数 延床面積 (㎡ ) 建築年度
町民文科系施設 集会施設 7 3 ,857 .83 1976～ 2009
スポーツ・レクリエーショ
ン系施設

スポーツ施設 3 1 ,541 .53 1968～ 1986
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 6 4 ,901 .93 1978～ 2010

産業系施設 1 340 .20 2012
保健・福祉施設 高齢福祉施設 1 1 ,420 .00 1996
医療施設 3 1 ,892 .99 1983～ 1993

行政系施設
庁舎等 4 1 ,438 .63 1961～ 1989
消防施設 1 803 .70 2015
その他行政施設 4 1 ,411 .53 1972～ 1998

公園 公園施設 4 119 .39 1984～ 1996
供給処理施設 12 1 ,559 .03 1984～ 2015
その他建築系公共施設 31 6 ,797 .76 1965～ 2016
計 77 26 ,084 .52
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 3 . その他の施設
上述以外の建物系公共施設として町民文科系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、産

業系施設、保健・福祉施設、医療施設、行政系施設、公園、供給処理施設、その他の建物系公
共施設がある。図表3 -14は、本町が保有するこれらの施設棟数、延床面積および建築年の概
要をまとめたものである。これらの施設は延床面積26 ,084 .52㎡、77棟あり、昭和36 (1961 )
年度から平成28 (2016 )年度に建設されている。

図表3 -14 　その他の施設概要

図表3 -15 　その他の施設の配置
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種別 施設名称 延床面積 (㎡ ) 建築年度

集会
施設 

① 栄地区管理棟 156 .51 1979
② 鈴川基幹集落センター 503 .45 1976
③ 留産地区管理棟 110 .81 1979
④ 農村環境改善センター 1 ,529 .98 1986
⑤ 克雪管理センター 404 .78 1977
⑥ 御園集落センター 154 .44 1977
⑦ きもべつ笑み～な 997 .86 2009
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これらの施設類型の中から町民文化系施設を例に管理に関する基本的な方針について記載する。

 ( 1 ) 施設概要
本町の町民文化系施設には、集会施設が7施設ある。図表3 -16は、本町が保有する施

設の施設名称、延床面積および建築年の概要をまとめたものである。これらの施設は昭和
51 (1976 )年度から平成21 (2009 )年度に建設されている。

 ( 2 ) 施設の配置
図表3 -17は、町民文化系施設の町内における位置を示す。

図表3 -16 　町民文化系施設の施設概要　（令和5 (2023 )年4月1日現在）

図表3 -17 　町内の町民文化系施設の配置



基本的な考え方 内　　　　　容

 1 . 数量に関する基本的な考え方

 ・ 集会所は7施設あり、今後、人口の減少により利用者の絶対数
は減少する

 ・ 各施設共、集会室、又は研修室を有しており、施設の殆どが災
害時の避難場所として指定されている

 ・ 施設の利用状況等により用途変更、廃止を検討する

 2 . 品質に関する基本的な考え方
 ・ 簡易劣化診断を定期的に実施し、不具合箇所の把握をする
 ・ 災害時の避安難場所として指定されている施設は非常時に使
用出来る様、管理体制を構築する

 3 . コストに関する基本的な考え方
 ・ 老朽化が進んでおり、施設の改修費が大きくなる可能性がある
 ・ 利用者の多い施設は光熱水の調査、ベンチマーキングを行い、
運用や設備における省エネ策を検討する

 ・ 外部委託費に関してはコストダウンの方法を検討する

種　別 施設名称 棟別主要機能 備　考

集会施設 

①栄地区管理棟 集会室 避難場所
②鈴川基幹集落センター 研修室、調理実習室、集会室 避難場所
③留産地区管理棟 集会室 避難場所
④農村環境改善センター 研修室、調理実習室、和室、工芸実習室、多目的ホール 避難場所
⑤克雪管理センター 集会室、作業室、調理室 避難場所
⑥御園集落センター 集会室、調理室 避難場所
⑦きもべつ笑み～な 研修室、調理実習室、集会室、会議室、保育所、コミュニティセンター 避難場所
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 ( 3 ) 施設の主な機能
図表3 -18に町民文化系施設がもつ主な機能を示す。

 ( 4 ) 人口減少による利用者数の推移
町民文化系施設の利用者について年齢等を不特定と仮定すると、第1章で述べた通り、今後

も人口は減少し、それにともない利用者数も減少すると予想される。

 ( 5 ) 施設の数量・品質・コストに関する基本的な考え方
施設の数量・品質・コストの適正性に対しては、以下のような考えのもとに、施設の管理・運

用費の削減に取り組む。

図表3 -18 　町民文化系施設の主な機能

図表3 -19 　数量・品質・コストに関する基本的な考え方
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地区名 施 設 名 延床面積 地区別人口 1人当りの面積

伏見・栄・福島・川上・知来別地区
①栄地区管理棟 156 .51㎡

329人 5 .13㎡ /人
④農村環境改善センター 1529 .98㎡

鈴川・福丘・尻別・上尻別地区 ②鈴川基幹集落センター 503 .45㎡ 157人 3 .21㎡ /人
留産・相川・比羅岡地区 ③留産地区管理棟 110 .81㎡ 74人 1 .50㎡ /人
双葉・中里・花丘・福里地区 ⑤克雪管理センター 404 .78㎡ 125人 3 .24㎡ /人
御園・共栄・金山地区 ⑥御園集落センター 154 .44㎡ 34人 4 .54㎡ /人
市街地区 ⑦きもべつ笑み～な 997 .86㎡ 1437人 0 .69㎡ /人
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 1 ) 数量の適正性に関する基本的な考え方
図表3 -20に各地区に配置されている町民文科系施設の床面積と地区の人口を示す。施設

延床面積に対する各地区の居住者1人当りの面積は、0 .69㎡ /人～ 5 .13㎡ /人となっている。

図表3-20 　町民文化系施設の数量一覧　（地区別人口は令和2(2020)年度国勢調査人口による）

図表3 -21 　町民文化系施設の配置 (地区別 )



品質評価項目 ①栄地区管理棟 ②鈴川基幹集落センター
評価内容

大項目 評価項目 品質 評価 品質 評価

構造・ 
経過年数

構造 Ｓ造 Ｓ造
建築年 1979 1976
経過年数 44 47

安全性

自然災害回避性 区域有/無
耐震補強 不要/未 /済 
防火 耐火/準耐等
事故防止（体制） 体制有/無
防犯（体制） 体制有/無
有害物質（調査） 調査有/無

不具合性
構造不具合箇所 ひび割れ
仕上不具合箇所 屋根・外壁
設備不具合箇所 機器

福祉対応
車いす対応 ・段差・EV仕様・便所・廊下仕様
身体障害対応 ・手摺・標識・便所仕様
視覚障害対応 ・点字ブロック・音声誘導

省エネ
負荷低減 負荷低減策
省エネ機器 LED等
自然エネ 太陽光等

情報管理
設計図書 履歴図書含む
申請図書 検査済含む
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 2 ) 品質の適正性に関する基本的な考え方
図表3 -22は、町民文科系施設の品質に対して簡易診断を行う項目の参考例を示したもので

ある。今後アクションプランにおいて項目を検討する。

 ・ 経過年数は、20年未満、20年以上40年未満、40年以上について評価する。
 ・ 事故防止および防犯は、管理する体制の有無を評価する。

図表3 -22 　品質評価項目一覧表　※参考

 3 ) コストの適正性に関する基本的な考え方
図表3 -23は、町民文科系施設にかかるコスト項目の参考例を示したものである。今後アクショ

ンプランにおいて基準を定め、評価を行い施策に反映する。



実施方針 内　　　　　容

 1 . 点検・診断等の実施方針  ・ 点検、保守、修繕について計画的な方法を検討する
 ・ 主要な施設について、簡易劣化診断を実施する

 2 . 維持管理・修繕・更新等の実施方針
 ・ 維持管理費については、外部委託の発注を工夫し、節減を行う
 ・ 改修工事については将来の利用状況等を考慮し、保全計画を
立て計画的に実施することにより、コストの削減を行う

 3 . 安全確保の実施方針  ・ 施設内における危険部位の発見と安全確保の体制を見直し、構築する
 ・ 設備等の点検・保守においても再確認を行う

 4 . 耐震化の実施方針  ・ 耐震改修促進法における規制対象となる建築物はない

 5 . 長寿命化の実施方針
 ・ 数量・品質・コストの評価の良い施設については、長寿命化を図る
 ・ 長寿命化の対象となる施設については ,築50年を目途に長寿命化改
修を行うことによって、更に施設を長期使用するための検討を行う

6 . 統合や廃止の推進方針

 ・ 本町の建物については、6 .59% の削減目標が提示されている
 ・ 統合や廃止の判断の基準づくりを行い、統廃合候補の調査・
検討を行う。住民のサービス水準の低下を招かないことに留
意し、段階的に状況を説明しながら合意形成を図る

 ・ 避難施設に指定されている施設はその旨を考慮する
 7 . 総合的かつ計画的な管理を実現す
るための体制の構築方針

 ・ 総合管理部門は関係所管との情報交換を密にし、総合的かつ
計画的な管理を行う

コスト評価項目
①栄地区管理棟 ②鈴川基幹集落センター

ｺｽﾄ 評価 ｺｽﾄ 評価 ｺｽﾄ 評価 ｺｽﾄ 評価
光熱水費 12 .0 46 .0
修繕費 0 .0 0 .0
外部委託料 0 .0 0 .0
使用料及び借用料 20 .0 118 .0
備品購入費 0 .0 0 .0

施設コスト 32 .0 164 .0
消耗品費等 0 .0 0 .0
通信運搬費等 0 .0 0 .0
人件費 0 .0 0 .0

事業コスト 0 .0 0 .0
支出合計 32 .0 164 .0
補助金等 0 .0
使用料等 0 .0
その他収入 0 .0

収入合計 0 .0 0 .0
収支差額 32 164
利用者1人当たりのコスト - 5 .5
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図表3 -23 　コスト概要一覧表　(千円 )　※参考

 (7 ) 施設管理の実施方針
 1 ) 施設管理の実施方針に関する基本的な考え方

施設管理の実施方針に対しては、以下のような考えのもとに、施設の縮減と管理・運用費の
削減に取り組む。

図表3 -24 　施設管理の実施方針



基本的な考え方 内　　　　　容
 1 . 数量に関する基本的な考え方  ・ 施設の使用状況に留意し、最適な道路網の検討を行う
 2 . 品質に関する基本的な考え方  ・ 日常的な維持管理を行い施設を良好な状態に保つ 

 3 . コストに関する基本的な考え方  ・ 予防保全型の管理計画を目指す
 ・ 外部委託費の適正化に努める

道路種別 実延長 改良済 未改良 舗装済 未舗装
一般国道 41 .6 km 41 .6 km 100 .0 % 41 .6 km 100 .0 %
主要道道 2 .0 km 2 .0 km 100 .0 % 2 .0 km 100 .0 %
一般道道 16 .2 km 11 .8 km 72 .8 % 4 .4 km 11 .8 km 72 .8 % 4 .4 km
町道 159 .8 km 71 .9 km 45 .0 % 87 .9 km 55 .7 km 34 .9 % 104 .1 km

種別 路線
番号

車道幅員別　(延長　m)
未改良 規格改良済

5 .5m
以上

3 .5m
以上

3 .5m
未満

うち自動車
通行不可能 計 15 .5m

以上
13 .0m
以上

5 .5m
以上

5 .5m
未満 計

道路

6 184 2 ,337 9 ,975 328 12 ,496 8 ,230 12 ,958 21 ,188
7 90 4 ,357 9 ,248 3 ,686 13 ,695 3 ,053 8 ,723 11 ,776
8 4 ,665 14 ,526 42 ,445 11 ,981 61 ,636 20 4 ,640 34 ,318 38 ,978
計 4 ,939 21 ,220 61 ,668 15 ,995 87 ,827 20 15 ,923 55 ,999 71 ,942
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 第２節 土木系公共施設（ インフラ ）の管理に関する基本的な方針

 1 . 道路
 (1 ) 施設概要

図表3 - 25に本町の道路の現況を示す。 このうち、本町が管理する町道は実延長が
159 .8 kmであり、改良済は71 .9 km、45 .0 %となっている。

 ( 2 ) 施設の主な仕様
図表3 -26に町道の主な仕様を示す。

 ( 3 ) 施設の数量・品質・コストに関する基本的な考え方
施設の数量・品質・コストの適正性に対しては、以下のような考えのもとに、施設の管理・運

用費の削減に取り組む。

図表3 -25 　本町の道路の状況 　（道路現況調書 令和4 (2022 )年4月1日現在）

図表3 -26 　町が管理する道路の主な仕様 　（道路現況調書 令和4 (2022 )年4月1日現在）

図表3 -27 　数量・品質・コストに関する基本的な考え方
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